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１．開会                        午後 7 時 30 分開会  

（司会）定刻となりましたので、ただいまから第 5 回学校規模適正化土万・菅  

野地区協議会を開催します。  

協議会の議長は協議会規則第 6 条第 3 項の規定により会長があたることとなってお  

りますので、会長よりごあいさつ、引き続き議事進行をお願いします。  

 

１．  あいさつ  

・会長あいさつ  

 

３．協議事項  

（ 議 長 ）議 事 に 入 り ま す 前 に こ の 会 議 の 成 立 を 報 告 い た し ま す 。本 日 の 出 席  

者 は 2 2 名 で あ り ま す 。 協 議 会 規 則 第 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 会 議 は 半 数  

以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る こ と と な っ て お り ま す 。よ っ て 定 足 数 を 満 た し  

て お り 、 こ の 会 議 が 成 立 し て い る こ と を ご 報 告 し ま す 。  

 次 に 、規 則 第 6 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 、市 関 係 部 局 職 員 の 協 議 会 へ の 出 席  

を 求 め ま し た の で 報 告 し ま す 。  

 こ れ よ り 報 告 事 項 に 入 り ま す 。  

（ １ ） 校 章 ・ 校 歌 に つ い て  

（ 議 長 ） 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。  

（ 事 務 局 ）校 章 デ ザ イ ン は 、去 る 1 0 月 2 2 日 に 開 催 さ れ た 第 4 回 協 議 会 で 選  

定 い た だ き 、 デ ザ イ ン の 補 正 は 事 務 局 に 一 任 す る こ と を 決 定 い た だ き ま し  

た 。そ こ で 山 崎 西 中・土 万 小・菅 野 小 の 美 術 等 担 当 の 先 生 方 に ご 協 力 を い た  

だ き 、 1 1 月 1 1 日 、 1 1 月 25 日 の 2 回 に わ た っ て 補 正 ・ 配 色 等 の 協 議 を い た  

だ き ま し た 。配 色 に つ い て は 、体 育 館 ス テ ー ジ バ ッ ク の 幕 の 色 な ど も 検 討 し 、 

さ ら に 学 校 と 事 務 局 と で 検 討 す る 予 定 で す の で 、本 日 は 最 終 デ ザ イ ン 案 を 承  

認 い た だ き た く 提 案 し ま す 。  

 同 様 に 校 歌 に つ い て も 前 回 協 議 会 で 決 定 い た だ き 、歌 詞・曲 に つ い て 校 長  

先 生 と 事 務 局 と で 検 討 す る よ う 一 任 を い た だ き ま し た 。そ こ で 山 崎 西 中・土  

万 小 、菅 野 小 の ３ 校 長 先 生 で 協 議 い た だ き 、歌 詞 で は 歌 い 出 し の「 宍 粟 」が  

子 ど も 達 に と っ て は 広 す ぎ る の で は な い か 、ま た 他 の 意 見 も い た だ き 、作 詞  
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者 に 伝 え 検 討 い た だ き ま し た が 、「 宍 粟 」へ の 思 い も あ り 、原 詞 の ま ま で し  

て ほ し い と の 意 向 で し た 。曲 に つ い て も 、音 楽 の 先 生 方 か ら も う 少 し 抑 揚 を  

付 け る な ど の 意 見 も い た だ き 伝 え た と こ ろ 、 作 曲 共 作 者 も 一 緒 に 宍 粟 （ 土  

万・菅 野 地 域 ）を 実 際 に 訪 れ そ の 気 持 ち を 曲 に 表 し た も の で あ り 、提 案 の 曲  

で 選 ん で い た だ き た い と の 意 向 で あ っ た た め 、先 生 方 の 2 曲 目 の 方 が い い の  

で は な い か と い う 意 見 も 踏 ま え て 、今 回 、歌 詞 は 現 詞 の ま ま で 曲 は 2 曲 目 で  

提 案 さ せ て い た だ く も の で す 。  

（ 議 長 ）説 明 は 終 わ り ま し た 。質 疑 、意 見 が あ る 委 員 は 挙 手 を お 願 い し ま す 。 

（ 校 長 ）2 曲 目 が い い と い う の は そ の と お り だ が 、歌 唱 力 の 問 題 で は あ る が 、 

低 学 年 児 童 に と っ て は 歌 う の が 難 し い 曲 で あ る 、ま た 、指 導 者 の 立 場 か ら も  

指 導 し や す い よ う に 曲 の 修 正 を 依 頼 し た い と の 先 生 方 の 意 見 も あ る の で 、こ  

の 場 で あ ら た め て お 知 ら せ し て お き ま す 。そ う い う 意 見 が あ っ た こ と は 承 知  

い た だ き 、そ れ で も ど う で も こ の ま ま で と い う こ と で 決 定 い た だ く の で あ れ  

ば 仕 方 な い と 思 っ て い ま す 。  

（ 事 務 局 ）先 生 方 の ご 意 見 を 作 詞・作 曲 い た だ い た 谷 さ ん に も 伝 え た う え で 、 

現 在 の も の で と の 意 向 で あ り 、依 頼 し た こ と か ら も 現 詞・曲 で お 願 い し た い  

と 思 い ま す 。  

 歌 唱 指 導 の 難 し さ は あ る と 思 い ま す が 、指 導 に よ っ て 素 晴 ら し い 斉 唱 が で  

き る と 思 う の で 、 ご 了 解 を い た だ き た い と 思 い ま す 。  

（ 議 長 ）他 に 質 疑 、意 見 は あ り ま せ ん か 。無 い よ う で す の で 、以 上 で 質 疑 を  

終 了 し ま す 。校 章・校 歌 に つ い て は 提 案 の と お り 承 認 、決 定 し て よ ろ し い か 。 

 《 委 員 よ り 了 承 の 声 あ り 》  

（ 議 長 ）校 章・校 歌 に つ い て は 提 案 の と お り 決 定 し ま す 。次 の 報 告 事 項 に 入  

り ま す 。  

（ ２ ） 専 門 部 会 報 告  

（ 議 長 ） 各 部 会 報 告 を 校 長 先 生 よ り お 願 い し ま す 。  

① 総 務 部 会  

（ 校 長 ）総 務 部 会 の 状 況 を 報 告 し ま す 。遠 距 離 通 学 対 策 と し て ス ク ー ル バ ス  

運 行 地 域 は 自 治 会 単 位 で 設 定 し 、原 則 と し て 土 万 の 4 自 治 会 と 塩 田 自 治 会 の  

5 自 治 会 と す る こ と と し ま し た 。自 治 会 ご と の 児 童 数 を 示 し て い ま す が 、塩  
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田 自 治 会 7 人 中 4 人 が 通 学 距 離 が 4 k m を 超 え ま す が 、同 じ 自 治 会 内 で 乗 車 で  

き る 生 徒 、で き な い 生 徒 が 出 る こ と は 望 ま し く な い と 考 え 、塩 田 自 治 会 と し  

て ス ク ー ル バ ス 運 行 と し ま し た 。こ こ で「 原 則 と し て 」と し た の は 、青 木 自  

治 会 内 の 比 地 町 な ど 歩 道 が な く 冬 季 に は 徒 歩 通 学 が 危 険 な 地 域 も あ る こ と  

か ら 、冬 季 の み ス ク ー ル バ ス の 乗 車 と い う こ と も 想 定 さ れ る た め 、原 則 と す  

る こ と と し た も の で す 。  

 乗 降 場 所 で す が 、今 後 、微 調 整 は あ り ま す が 、現 時 点 で は 大 沢 ・ 塩 田 各 3  

カ 所 、塩 山・土 万・葛 根 各 2 カ 所 と 考 え て い ま す 。ま た 、年 度 ご と に 入 学 や  

卒 業 に よ っ て 児 童 の 状 況 が 変 化 す る た め 、毎 年 度 見 直 す こ と と し ま し た 。下  

校 体 制 に つ い て は 、学 習 指 導 要 領 に よ る 週 の 授 業 時 数 が 低 学 年・高 学 年 そ れ  

ぞ れ 異 な る こ と か ら 、高 学 年 の 授 業 が 終 わ る ま で 低 学 年 を 待 た せ る と い う こ  

と は 入 学 早 々 の 児 童 の 負 担 に な る と 考 え ら れ る こ と 、ま た 菅 野 小 児 童 で 学 童  

保 育 を 利 用 し て い る 児 童 が あ る こ と か ら 、そ れ も 踏 ま え て 学 校 に お い て 下 校  

体 制 を 検 討 す る こ と と し て い ま す 。  

 次 に 閉 校 に 関 わ る 連 絡 調 整 で す が 、両 校 区 で 閉 校 に 向 け て の 実 行 委 員 会 等  

が 組 織 化 さ れ 現 在 も 協 議 中 で す が 、閉 校 式 典 の 日 程 が 決 定 し ま し た の で 報 告  

し ま す 。土 万 小 学 校 閉 校 式 は 3 月 3 0 日（ 日 ）、菅 野 小 学 校 閉 校 式 は 3 月 2 3  

日 （ 日 ） で 決 定 さ れ ま し た 。  

 ま た 、そ の 他 と し て 、新 し く で き た 学 校 の 課 題 や 現 状 に つ い て 検 証 す る 組  

織 が 必 要 で は な い か と 考 え 、総 務 部 会 と し て 家 庭・地 域・学 校・設 置 者 の パ  

イ プ 的 役 割 を 果 た す 組 織 の 設 置 を 提 案 し ま す 。   以 上 で す 。  

（ 議 長 ） 報 告 は 終 わ り ま し た 。 質 疑 の あ る 委 員 は 挙 手 を お 願 い し ま す 。  

（ 委 員 ） 通 学 距 離 に よ っ て 対 象 に な る ・ な ら な い が あ る の は い か が か 。  

（ 校 長 ）青 木 の 比 地 町 な ど 冬 季 は 危 険 と し て 保 護 者 が 自 治 会 内 の 集 合 場 所 ま  

で 送 ら れ て い る 例 も あ る こ と か ら 、 原 則 と し て い ま す 。  

（ 委 員 ）総 務 部 会 で は も う 少 し 詳 細 な 協 議 も し た が 、事 務 局 へ は 報 告 し て あ  

る の か 。  

（ 校 長 ）報 告 し て い ま す 。そ れ に は 個 人 情 報 も 含 ま れ て い る こ と か ら 本 日 の  

報 告 書 か ら は 割 愛 し て い ま す 。  

（ 委 員 ） 児 童 数 に つ い て 、 塩 田 が 4 年 生 3 人 と な っ て い る が 、 4 年 生 2 人 、 
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5 年 生 1 人 で あ る の で 修 正 し て く だ さ い 。 《 事 務 局 に て 修 正 》  

（ 委 員 ）下 校 体 制 に つ い て 、低 学 年 が 高 学 年 の 授 業 終 了 ま で 待 つ と い う の で  

は な く 、 2 便 体 制 で 送 る こ と は で き な い か 。  

（ 事 務 局 ） ス ク ー ル バ ス は 2 9 人 乗 車 定 員 の 車 両 を 2 台 使 用 す る 予 定 で す 。  

学 童 保 育 に つ い て も 4 月 以 降 、時 期 は 未 定 で す が 設 置 に つ い て 前 向 き に 検 討  

し て お り 、そ の 人 数 の 把 握 も 必 要 だ が 、 2 台 を 併 用 し て の 運 行 も 検 討 は し た  

い と 考 え て い ま す 。  

（ 校 長 ） 2 6 年 度 学 童 保 育 利 用 児 童 数 は 、 2 年 生 1 0 人 、 3 年 生 3 人 と 聞 い て  

い ま す 。 新 1 年 生 1 6 人 中 、 何 人 が 学 童 保 育 を 利 用 す る か は 現 時 点 で は つ か  

め て い な い が 、今 後 そ の 人 数 を 把 握 し な が ら 適 切 な 対 応 を 検 討 し た い と 思 い  

ま す 。  

（ 事 務 局 ）学 童 保 育 に つ い て 、利 用 人 数 に よ っ て 前 向 き に 検 討 し た い と 考 え  

て い ま す が 、 校 舎 改 修 が 2 6 年 度 の 夏 休 み や 土 日 中 心 と な る た め 、 施 設 改 修  

後 、で き れ ば 2 学 期 か ら 学 校 内 で 開 設 で き た ら と 考 え て い ま す 。し た が っ て  

1 学 期 は 現 状 の ま ま で あ る こ と を 了 解 い た だ き た い と 思 い ま す 。  

（ 議 長 ） 他 に 質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 《 委 員 よ り 質 疑 の 声 な し 》  

（ 議 長 ） 質 疑 は 無 い よ う で す の で 、 次 の 部 会 報 告 を お 願 い し ま す 。  

② 児 童 指 導 ・ 保 健 指 導 部 会  

（ 校 長 ） 児 童 指 導 ・ 保 健 指 導 部 会 の 状 況 を 報 告 し ま す 。  

1.制 服 に つ い て  

 制 服 は 採 用 す る 。現 在 も ボ タ ン の み 違 い が あ る が 、遠 く か ら は 違 い が わ か  

ら な い た め 、使 用 中 の も の の 着 用 、ボ タ ン も そ の ま ま で 可 と し 、新 1 年 生 か  

ら 購 入 す る こ と と し ま し た 。購 入 は 土 万・菅 野 両 校 の 購 入 値 段 を 確 認 し 、安  

価 の 方 を 採 用 す る こ と と し ま し た 。ま た 、新 1 年 生 、他 の 学 年 に つ い て も 買  

い 換 え る 場 合 は 新 し い も の の 購 入 と し ま す が 、兄・姉 使 用 分 な ど が あ る こ と  

も 考 え ら れ る た め 、 そ れ も 可 と し ま し た 。  

2.通 学 用 靴 に つ い て  

 運 動 に 適 し た 靴 で 、色・デ ザ イ ン は 自 由 と し ま し た 。あ き ら か に 運 動 に 適  

さ な い と 思 わ れ る 靴 の 着 用 な ど 、新 校 開 校 後 に 問 題 が 発 生 し た ら 、学 校・Ｐ  
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Ｔ Ａ や 検 証 組 織 等 で 協 議 す る こ と と し ま し た 。  

3.給 食 エ プ ロ ン に つ い て  

 個 人 持 ち と し 新 1 年 生 は 新 し く 購 入 す る 。土 万 小 児 童 に つ い て は 新 1 年 生  

と 同 じ も の を 購 入 す る こ と と す る が 、現 在 、使 用 中 の も の の 使 用 も 可 と し ま  

し た 。  

4.靴 下 に つ い て  

 白 と す る 。  

5.ハ ー フ パ ン ツ に つ い て  

 現 行 の 短 パ ン で も よ い が 、 高 学 年 に な っ て 短 パ ン 使 用 を 希 望 し な い 場 合

は 、希 望 者 の み ハ ー フ パ ン ツ の 購 入 を 可 と し ま し た 。ハ ー フ パ ン ツ は ア シ ッ

ク ス 製 の ハ ー フ パ ン ツ に 似 た も の で 安 価 な も の を 採 用 す る こ と と し ま し た 。  

以 上 で す 。  

（ 議 長 ） 報 告 は 終 わ り ま し た 。 質 疑 の あ る 委 員 は 挙 手 を お 願 い し ま す 。  

（ 委 員 ）給 食 エ プ ロ ン に つ い て 、土 万 小 の 児 童 は 新 1 年 生 と 同 じ も の を 購 入  

と の こ と だ っ た が 、 今 あ る も の で 対 応 で き な い か 。  

（ 校 長 ） 現 在 、 土 万 小 に 3 0 着 程 度 あ る と 聞 い て お り 、 新 1 年 生 の み の 購 入  

で い け る と は 思 っ て い ま す 。  

（ 委 員 ）土 万 の 保 護 者 は 購 入 し な く て も い い と い う こ と か 。そ う で な い な ら  

ば 、土 万 の 保 護 者 の 負 担 に な る こ と で あ り 、そ の 負 担 は な く さ な い と い け な  

い の で は な い か 。  

（ 校 長 ） 土 万 小 の 保 管 数 を 確 認 し ま す 。  

（ 委 員 ）通 学 用 靴 に つ い て 、色・デ ザ イ ン 自 由 と の こ と だ っ た が 、運 動 会 の  

日 も 自 由 と な る の か 。  

（ 校 長 ）そ の よ う に 協 議 い た だ き ま し た 。運 動 会 の 日 の み 揃 え る こ と が か え  

っ て 負 担 に な る の で は と 思 い ま す 。  

（ 委 員 ）水 着 に つ い て は 前 回 の 協 議 会 で 部 会 報 告 を 受 け た が 、オ レ ン ジ 色 ・ 

紺 色 ど ち ら で も 可 と の こ と で あ っ た 。土 万 小 Ｐ Ｔ Ａ の 中 で 、何 十 人 の 中 で 数  

人 だ け オ レ ン ジ と い う の は か わ い そ う で 、そ れ が い じ め 等 に つ な が ら な い か  

と の 思 い も あ り 、や は り 揃 っ た 方 が い い の で は な い か と の 意 見 が あ っ た が ど  

う か 。  
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（ 校 長 ）部 会 で は 土 万 小 の 水 着 が オ レ ン ジ 色 に な っ た 経 過 か ら も 選 択 で き る  

よ う に し た も の で 、前 回 の 部 会 報 告 で 水 泳 帽 は 学 年 ご と に 色 を 変 え る こ と を  

報 告 さ せ て い た だ い た が 、学 年 の 区 別 は 帽 子 で で き る の で そ れ で い い の で は  

な い か と な っ た も の で す 。  

（ 委 員 ） 部 会 報 告 の 内 容 で よ い と い う こ と で あ れ ば 了 解 し た 。  

（ 委 員 ）靴 下 は 白 と な っ て い る が 、靴 下 に つ い て は ア ン ケ ー ト に 項 目 は な か  

っ た と 思 う 。 靴 が 自 由 な の に 靴 下 は 自 由 で は な い と い う の は ど う か と も 思  

う 。 部 会 で 決 定 に な っ た と は 思 う が 、 白 で な い と い け な い の か 。  

（ 委 員 ）部 会 で は 、式 典 な ど は 靴 を 脱 い で 白 の 上 履 き を 履 い て 屋 内 で す る の  

で 白 の 方 が き れ い で は な い か と な っ た 。  

（ 事 務 局 ）い ろ い ろ な 意 見 が あ る と は 思 い ま す が 、新 校 に 向 け て 基 本 は 白 色  

と 決 め て い た だ い て お り 、開 校 後 、保 護 者・学 校 で 協 議 い た だ く こ と で 、ご  

了 解 お 願 い し ま す 。  

（ 議 長 ） 他 に 質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 《 委 員 よ り 質 疑 の 声 な し 》  

（ 議 長 ） 質 疑 は 無 い よ う で す の で 、 次 の 部 会 報 告 を お 願 い し ま す 。  

③ 教 務 部 会  

（ 校 長 ） 教 務 部 会 の 状 況 を 報 告 し ま す 。  

1.交 流 活 動 に つ い て  

 随 時 、児 童 交 流 を し て い ま す が 今 後 も 積 極 的 に 交 流 活 動 を 行 い ま す 。来 年  

1 月 に は ス キ ー に よ る 学 年 交 流 を 行 い ま す 。 本 日 、 1 2 月 18 日 に は 特 別 支 援  

学 級 の 児 童 交 流 を 行 い ま し た が 、 楽 し く 過 ご し て い ま し た 。  

2.教 育 課 程 関 係 の 調 整 に つ い て  

 学 級 編 成 、日 課 表（ 週 時 程 表 ）は 両 校 分 を 照 合 し て 案 を 作 成 し ま し た 。年  

間 行 事 計 画 の 枠 組 み に つ い て は 現 在 、 両 校 分 を 照 合 し 計 画 書 を 作 成 中 で す 。 

3.家 庭 調 査 票 の 原 案 に つ い て  

両 校 分 を 照 合 し て 案 を 作 成 し ま し た 。  

4.無 料 テ レ ビ 電 話 交 流 に 向 け た シ ス テ ム の 整 備 に つ い て  

 児 童 に よ る テ レ ビ 会 議 を 計 画 し て い ま す が 、実 施 に 向 け て シ ス テ ム の 調 整

中 で す 。  
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5.そ の 他  

 市 内 全 学 校 で 作 成 す る こ と に な り ま す が 、新 校 に お い て も「 い じ め 防 止 計

画 」 を 作 成 す る こ と と な り 検 討 中 で す 。   

④ Ｐ Ｔ Ａ ・ 地 域 部 会  

（ 校 長 ） 続 い て Ｐ Ｔ Ａ ・ 地 域 部 会 の 状 況 を 報 告 し ま す 。  

1.山 崎 西 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ に つ い て  

 11 月 1 2 日 の 第 5 回 Ｐ Ｔ Ａ 部 会 で Ｐ Ｔ Ａ 規 約 最 終 案 を 確 認 し 、そ の 後 、両  

校 Ｐ Ｔ Ａ 臨 時 総 会 で 規 約 を 報 告・承 認 い た だ き ま し た 。新 校 開 校 後 、問 題 が  

あ れ ば そ の 時 点 で 協 議 す る こ と と し ま し た 。 現 在 、 新 役 員 を 選 考 中 で あ り 、 

今 後 、地 区 理 事・ 学 級 理 事 を 選 出 し 、 3 月 上 旬 に は 新 旧 役 員 の 引 継 会 と 新 年  

度 の 計 画 検 討 を 行 う 予 定 で す 。  

2.土 万 ・ 菅 野 地 域 の 取 組 等 に つ い て  

 生 涯 学 習 推 進 協 議 会 に つ い て 、将 来 、一 緒 に な る こ と も 検 討 し な が ら 新 年  

度 は 両 地 区 そ れ ぞ れ で の 活 動 と す る こ と に な り ま し た 。土 万 地 区 生 推 協 の 事  

務 局 に つ い て 、こ れ ま で 学 校 が 事 務 局 を 担 っ て き ま し た が そ の 学 校 が 閉 じ る  

こ と か ら 、 事 務 局 を ど う す る か が 課 題 と な っ て い ま す 。  

 子 ど も 会 に つ い て 、山 崎 連 合 子 ど も 会 と し て 子 ど も 会 は 小 学 校 区 に １ つ と  

な っ て お り 、山 崎 西 小 学 校 区 の 代 表 会 長 と 理 事 各 1 人 を 決 定 す る よ う 依 頼 を  

受 け て い ま す 。 今 年 の 理 事 に よ り 調 整 中 で す 。   以 上 で す 。  

（ 委 員 ）調 整 項 目 の 決 定 状 況 の 中 で 、本 日 、Ｐ Ｔ Ａ・地 域 部 会 の 報 告 は 最 終  

報 告 と な っ て い る が 、 次 回 、 再 度 報 告 と い う こ と で い い か 。  

（ 事 務 局 ）こ の 後 の 決 定 等 の 状 況 報 告 時 に 他 の 修 正 項 目 と あ わ せ て 、報 告 さ  

せ て い た だ き ま す 。  

（ 議 長 ） 他 に 質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 《 委 員 よ り 質 疑 の 声 な し 》  

（ 議 長 ）質 疑 は 無 い よ う で す の で 、部 会 報 告 に つ い て 承 認 、決 定 す る こ と と  

し て よ ろ し い か 。  

 《 委 員 よ り 了 承 の 声 あ り 》  

（ 議 長 ）専 門 部 会 報 告 に つ い て は 報 告 内 容 を 承 認 す る こ と と 決 定 し ま す 。以  

上 で 報 告 事 項 を 終 了 し ま す 。 こ れ よ り 協 議 事 項 に 入 り ま す 。  
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４．協議事項  

（ 議 長 ） 「 協 議 第 1 0 号  遠 距 離 通 学 対 策 に つ い て 」 を 議 題 と し ま す 。 事 務  

局 よ り 説 明 い た し ま す 。  

（事務局）協議第 10 号の朗読と説明をさせていただきます。  

協議第 10 号  遠 距 離 通 学 対 策 に つ い て  

 平成 26 年 4 月 1 日からの遠距離通学対策について提出する。  

平成 25 年 12 月 18 日提出   

学校規模適正化土万・菅野地区協議会 会長  

 平成 26 年 4 月 1 日からの遠距離通学対策は次のとおりとする。  

１．新たな校区においての遠距離通学対策は、原則としてスクールバスの運行とする。 

２．遠距離通学区域の対象地区は、原則として葛根、土万、塩山、大沢、塩田とする。 

３．スクールバスの乗降車場所等は学校・保護者の協議により決定する。なお、児童  

の状況に応じて年度ごとに見直すものとする。  

総務部会での協議内容報告を受け、正副会長会でも確認いただき提出するものです。 

ご協議お願いします。  

（議長）説明が終わりましたので、ご協議をお願いします。質疑にある委員は挙手を  

お願いいたします。  

（委員）スクールバスは小学校の貸切バスになると思うが、車両管理はどうなるのか。 

冬季の切窓は危険であり、冬用タイヤの交換時期や道路の凍結状況等を踏まえた運行  

管理などの責任者は教育委員会事務局になるのか、学校になるのか。一昨年３月に発  

生した東日本大震災の教訓として、避難経路の確認や指示など、安全管理はどのよう  

になるのか。  

（事務局）車検や冬用タイヤへの交換、その他、修繕管理など含めて運行管理は教育  

委員会事務局が責任を持って行うことになりますが、スクールバスの運行時間や乗降  

場所などの運行計画は学校に作成いただくことになり、学校・運転手・教育委員会事  

務局の三者が連携してやっていくことになります。  

（議長）他に質疑はありませんか。  

 《 委 員 よ り 質 疑 の 声 な し 》  

（ 議 長 ） 質 疑 は 無 い よ う で す の で 、 以 上 で 質 疑 を 終 了 し ま す 。  

（ 議 長 ） 「 協 議 第 1 0 号  遠 距 離 通 学 対 策 に つ い て 」 は 、 提 案 の と お り 決 定  
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し て よ ろ し い か 。  

《委員より了承の声あり》  

（議長）「 協 議 第 1 0 号  遠 距 離 通 学 対 策 に つ い て 」は 、提 案 の と お り 決 定 し

ま す 。 次 の 協 議 事 項 に 入 り ま す 。  

（ 議 長 ）「 協 議 第 1 1 号  規 模 適 正 化 に 係 る 検 証 委 員 会 の 設 置 提 案 に つ い て 」 

を 議 題 と し ま す 。 事 務 局 よ り 説 明 い た し ま す 。  

（事務局）協議第 11 号の朗読と説明をさせていただきます。  

協議第 11 号  規模適正化に係る検証委員会の設置提案について  

 宍粟市立山崎西小学校  規模適正化に係る検証委員会の設置提案にについて提出す  

る。  

平成 25 年 12 月 18 日提出   

学校規模適正化土万・菅野地区協議会  会長  

 学校規模適正化により平成 26 年 4 月 1 日から新たな学校として開設する宍粟市立  

山崎西小学校が、児童にとってより良い教育環境として発展していくための検証を行  

う委員会の設置を、別紙、検証委員会規約（案）により宍粟市教育委員会に提案する。 

 本提案は、総務部会での協議を受け、正副会長会にて適正化実施後の検証の組織が

必要であるとの確認をいただき、協議会への提案を決定いただきました。  

検証委員会委員は保護者は両校区から 2 名ずつで 4 名以内、学校評議員についても

両校区から 1 名ずつで 2 名以内、それに学校長・教頭先生に入っていただき計 8 名以

内としています。学校評議員については、学校関係者評価等の中でも学校規模適正化

の実施に関する項目も含まれるため、入っていただきたいと考えます。委員会の設置

は学校設置後 5 年間としていますが委員会の協議で変更も可能です。また委員任期は

年度単位としていますが再任も可能としています。教育委員会は事務局として委員会

の運営にあたると同時に、検証委員会の意見を受けることとしています。 以上です。

ご協議お願いします。  

（議長）説明が終わりましたので、ご協議をお願いします。質疑にある委員は挙手を  

お願いいたします。  

 《 委 員 よ り 質 疑 の 声 な し 》  

（ 議 長 ） 質 疑 は 無 い よ う で す の で 、 以 上 で 質 疑 を 終 了 し ま す 。  

（ 議 長 ）「 協 議 第 1 1 号  規 模 適 正 化 に 係 る 検 証 委 員 会 の 設 置 提 案 に つ い て 」 
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は 、 提 案 の と お り 決 定 し て よ ろ し い か 。  

《委員より了承の声あり》  

（議長）「 協 議 第 1 1 号  規 模 適 正 化 に 係 る 検 証 委 員 会 の 設 置 提 案 に つ い て 」

は 、 提 案 の と お り 決 定 し ま す 。 以上で協議事項を終わります。  

５．その他  

（議長）その他に入ります。（１）校舎等改修計画について説明お願いします。  

（１）校舎等改修計画について  

（事務局）校舎等の施設改修は 25・ 26 年度で実施予定ですが、体育館については 25

年度中、来年 26 年 3 月末完了を目標に進めます。あわせて、校舎入口のタイルが波打

っている箇所の改修は体育館改修とあわせて行う予定です。  

校舎の全面改修は 26 年度夏休み期間をメインに、その他、土・日曜日を中心に行い、

児童の学校生活に支障がないように実施する予定です。プールは 26 年度に新築する予

定ですが、本日、プールの設置位置について提案させていただきます。  

現在の設置位置は、道をはさんでいることから職員室からプールの 3 分の 1 程度し

か見えず、全体が見通せないことから、学校との協議の結果、児童の安全への配慮を

最優先に、他に、現位置は山すそにあり落葉も多く、また、ヘビなどもいることから、

現在の来校者等駐車場の位置に設置したいと考えています。運動場に 5ｍ程度入り込

むことになり、運動場面積が今より小さくなりますが、もともと大きい駐車場であり、

小さくなっても他校の運動場面積よりは広く、陽あたりも良い場所であるのでご理解

をお願いします。先の協議会でプールに屋根をつけられないかとの意見をいただきま

したが、建設コストが割高であること、また、ナイロン製のものを使用時期のみ設置

する方法もありますが、毎年数十万をかけて設置・撤去をする必要があること、市内

他校でも屋根つきプールはないこと、以上の点から屋根なしについてもご了承お願い

します。  

（校長）学校としても、校内協議を行い、次のような理由から教育委員会事務局と相

談のうえ、先ほど提案の位置で了解をいただきたいと思います。  

①現在のプール位置では職員室からプールの全体が見通せないこと、特に低学年用プ

ールが見えないこと。  

②現在のプール位置の周辺は、草が多くマムシが出没し、児童に危険があること。  

③現在のプール位置は山すそで落葉が多く、プールに落葉があるとともに枯葉につい
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た毛虫も入り、環境が良くないこと。  

④現在の来校者等駐車場は職員駐車場も兼ねていますが、全職員の車の駐車台数が確

保できておらず、体育館側に停める教職員がいます。また、その状況で行事等の際に

来校者が駐車場内にはすべて駐車できない状況があり、校舎玄関付近に駐車いただく

ことから、出入りの経路と児童の活動場所が重なり、児童に危険があること。提案位

置に建設できれば、その危険を回避できること。  

⑤開校後、スクールバス 2 台の運行予定であるが、その駐車場の確保も現状では難し

く、現在のプール位置に駐車場が設置できれば、職員駐車場、スクールバス駐車場と

して活用でき、児童の安全確保もできること。  以上です。  

（議長）説明は終わりました。質疑のある委員は挙手をお願いします。  

（委員）プールの新築工事の着工予定はいつ頃か。  

（事務局）26 年夏のプール使用終了後、秋以降に着工の予定です。  

（委員）スクールバスの駐車場はどうなるのか。  

（事務局）開校後、一時的な措置として当面は露天での駐車予定です。  

（委員）学校としては問題ないか。  

（校長）これから駐車場場所を含めて検討します。  

（委員）現在のプール位置の山側で墓地がある所は湿気が多く、ヘビ・マムシが多い。

東側の法面について、山水なのかどこからの排水か不明だが、水が多い。この機会に

対応を考えられないか。  

（事務局）法面からか山からか、また学校敷地内だけの排水対応だけでいいのかなど、

まず現場を確認させていただきます。  

（委員）校舎の全面改修とはどのような内容か。  

（事務局）外装・内容の塗料吹付けや壁の塗り替え、宍粟材を使った腰板の貼付、他

に改修が必要な箇所は改修することになります。  

（委員）以前にも話した屋根の雨漏りはどうなるのか。  

（事務局）今の屋根の上に屋根を吹き替えることで対応予定です。他に、トイレの様

式化の実施、学童保育所保育室の整備なども検討中です。  

（委員）校舎改修にあわせてエアコンを設置してほしいが、それが無理ならば、現在、

教室に 1～2 台設置されている扇風機の台数を増やしてもらいたい。また、廊下も暑く、

参観日など地域・保護者の皆さんが利用される時も苦労されている。考えてほしい。  
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（事務局）先ほどの件とあわせて現場を確認します。  

（校長）体育館の山側で樹木が伸び放題になっている。竹もあり、伐採や剪定などの

対応ができないか。  

（事務局）一部、民地も含まれていると思われますので、所有状況等の確認とあわせ

て現場を確認します。もし民地である場合は、所有者との相談などで自治会長各位に

ご協力をお願いすることもあるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。  

（議長）他に質疑はありませんか。無いようですので質疑を終了します。校舎等改修

計画については、事務局提案のとおり、承認・決定してよろしいか。  

（議長）校舎等改修計画については、事務局提案のとおり、承認・決定します。次の

項目に入ります。  

（２）協議会調整項目決定等の状況について  

（事務局）第 1 回協議会にて協議会での調整項目等について決定をいただきましたが、

本日、一部修正についてお諮りします。まず、総務関係の開校記念事業（式典等）に

ついて、協議会での決定項目としておりましたが、開校式典は教育委員会主催で実施

させていただきたく、「専門部会での協議、協議会での決定」から「正副会長会での

協議、協議会へ報告」に変更することを提案させていただきます。それにより、次回

協議会での報告は、開校記念事業に関すること、教務関係の学校行事（学年行事）関

することになります。ＰＴＡ・地域関係については本日の報告ですべて終了しました。

以上です。  

（議長）報告は終わりました。委員より質疑はありませんか。  

 《委員より質疑の声なし》  

（議長）無いようですので質疑を終了します。協議会調整項目決定等については、事

務局報告のとおり確認しました。  

（議長）その他、委員・事務局より連絡事項はありますか。  

（委員）土万小学校保護者からお願いする。先日の学校関係者評価委員会でも出たが、

26 年 4 月の開校に向け、いじめなどが発生しないように、両校で事前に児童への指導

を依頼する。  

（校長）現在もそのように指導していますが、開校に向けて引き続き児童への指導に

努めます。  

（事務局）次回協議会の日程については、正副会長と協議の上、お知らせします。  
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５．閉会  

（議長）それでは、これをもちまして第 5 回学校規模適正化土万・菅野地区協議会を  

閉会いたします。閉会あいさつを副会長よりお願いします。  

（副会長）新しい学校の開校に向けて、一つひとつの事柄を委員の知恵を出し合って  

判断してきました。来年 4 月に無事にスタートできるように、今後も協議を重ねてい  

きたいと思います。本日はお疲れさまでした。  

 

午後 9 時 02 分閉会  

 

第５回協議会出席者  

 ・谷林会長（菅野地区自治会会長）    ・助光副会長（土万小保護者代表）  

 ・前田副会長（菅野小保護者代表）    ・横野委員（土万小 PTA 会長）       

・亀井委員（菅野小 PTA 会長）      ・岡本委員（土万自治会長）       

・城内委員（塩山自治会長）       ・中橋委員（大沢自治会長）            

・赤松委員（土万地区選出）       ・吉岡委員（土万小保護者代表）         

・大谷委員（土万小保護者代表）        ・志水委員（土万小保護者代表）         

・上杉委員（高下自治会長）            ・森蔭委員（木谷自治会長）             

・小川委員（市場自治会長）       ・福井委員（青木自治会長）       

・西畑委員（菅野小保護者代表）     ・今井委員（菅野小保護者代表）     

・岡本委員（菅野小保護者代表）     ・藤原委員（土万小学校長）       

・紙川委員（菅野小学校長）       ・梶本委員（山崎西中学校長）      

  

特別出席者  

 ・田中まちづくり推進課長      

   

事務局  

 ・岡﨑教育部長、椴谷教育部次長、津村教育総務課長、志水学校教育課長  

澤田教育総務課副課長、西林教育総務課副課長  


